
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 計画の概要 

１ 計画策定の背景と趣旨  
 ○国では、少子化対策として、子育てを社会全体で支援する観点から、2003（平成15）年に次世代育

成支援対策推進法を制定 

 ○2012（平成24）年に子ども・子育て支援法等子育て関連3法が成立し、2015（平成27）年から地域

の子育て支援サービスの充実を推進するための子ども・子育て支援新制度が開始 

○子ども・子育て支援法に基づき 2015（平成 27）年に策定した「郡山市ニコニコ子ども・子育て

プラン」が終了することから、第２期プランを策定し、引き続き子育て支援に取り組む 

２ 計画の位置付け  
 ○市町村子ども・子育て支援事業計画（子ども・子育て支援法） 

 ○市町村行動計画（次世代育成支援対策推進法） 

 ○母子家庭及び寡婦自立促進計画（母子・父子・寡婦福祉法） 

○母子保健計画（すこやか親子 21（第２次）） 

 〇子どもの貧困対策についての計画（子どもの貧困対策推進法） 

３ 計画の期間   2020（令和２）年度～2024（令和６）年度（５年間） 

１ 郡山市の現状  
 ○人口等の状況  ○子育てに関する状況  

２ 郡山市の課題  
 ○保育 ○放課後の児童の居場所 ○相談体制や情報の周知 ○切れ目のない支援 等 

第２章 現状と課題  

１ 教育・保育提供区域について 
２ 教育・保育の量の見込み及び確保方策 
３ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込み 

及び確保方策 

第５章 本市の数値目標等 

１ 計画の進捗管理・評価方法 
・PDCA サイクルに 

バックキャストの視点 

・子ども・子育て会議に 

  おいて、点検・評価 

 

２ 関係機関との連携強化 

第６章 計画の推進  

・「施策の体系」のとおり  ※まちづくり基本指針に関連したアウトカム指標を設定 

第３章 計画の基本理念、基本目標 第４章 施策の展開 

第２期 郡山市ニコニコ子ども・子育てプラン 概要（案） 

 

 

 

施策の体系 


